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パートナーシップ宣誓制度「相模原市との都市間連携」について

１ 都市間連携の概要 

  川崎市と相模原市との間で、パートナーシップ宣誓制度に係る都市間連携に関する 

 協定を締結することにより、同制度を利用している当事者が両自治体間で住所を異動 

 する場合に生じる負担の軽減を図るため、その手続を簡素化することとします。 

２ 連携スキーム（「相模原市」から「川崎市」に転入するケース） 
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 ※都市間連携により手続を簡素化 
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STEP② 受領証等交付の手続(転入時)

STEP③ 受領証等の交付 
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STEP④ 受領証等の交付の事実を通知等 

３ 都市間連携の開始日 

令和２年１２月１日（火） 

※この日以降に転出先の自治体に住所異動した場合に適用を受けることができます。 

問合せ先 

川崎市市民文化局人権・男女共同参画室 鈴木 

      電話（０４４）２００－２３１５ 


